
自
己
紹
介

　

千
葉
か
ら
着
任
し

ま
し
た
江
坂
文
昭
と

申
し
ま
す
。
集
落
支

援
活
動
を
担
当
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

９
月
に
無
事
「
還

暦
」
を
迎
え
、
前
勤

務
先
を
定
年
退
職
し
、

第
二
の
人
生
を
こ
こ

幌
延
で
皆
さ
ま
と
共

に
過
ご
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
く
、
参
り
ま

し
た
。
ど
う
か
宜
し

く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

出
身
は
大
阪
市
で

す
。
大
学
卒
業
ま
で

大
阪
で
過
ご
し
、
そ

の
後
、
転
勤
等
々
で

神
奈
川
、
千
葉
、
和

歌
山
、
千
葉
と
引
っ

越
し
ま
し
た
。
中
学

か
ら
大
学
、
社
会
人

と
サ
ッ
カ
ー
を
続
け
、

5０
歳
に
な
る
ま
で
ボ

ー
ル
を
蹴
っ
て
い
ま

し
た
。

新しい地域おこし協力隊　江
え
坂
さか

 文
ふみ

昭
あき

さん が着任しました
　

１０
月
１
日
付
け
で
地
域

お
こ
し
協
力
隊
（
集
落
支

援
担
当
）
と
し
て
採
用
さ

れ
た
江
坂
文
昭
さ
ん
の
着

任
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

野
々
村
仁
町
長
か
ら
辞
令

を
受
け
取
っ
た
江
坂
さ
ん

は
「
幌
延
を
楽
し
み
な
が

ら
、活
動
を
頑
張
り
た
い
」

と
抱
負
を
語
り
ま
し
た
。

お問い合わせ先：住民生活課 住民グループ　電話 5－1112　告知端末機 5－8812

１．固定資産税の家屋に係る手続きは、主に次の項目があります
①家屋を取り壊した場合
　「家屋滅失届」を担当課に提出してください。（後日、担当職員が現地確認を行います。）
②家屋の名義を変更した場合
　「家屋名義変更届」を担当課に提出してください。

※①、②について登記家屋の場合、滅失登記、所有権移転登記をすることで、家屋滅失届、家屋名義変更
届の提出が不要となります。

③家屋を新築・増築した場合
　新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、担当職員が伺いますので、
完成後お早目にご連絡ください。

２．固定資産の現況確認の実施について
　地方税法の規定により、毎年１０月から１２月にかけて現況確認を行っております。

３．留意事項
・固定資産税は、毎年１月１日現在の状況に基づいて課税されますので、１月２日以降に取り壊した家屋に

ついては、その１年間は課税されることになります。一方で、１月２日以降に新築された場合には、その
１年間は課税されません。

・住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地に係る固定資産税が高くなる場
合があります。

・各種手続きなどについて不明な点がありましたら、住民生活課住民グループまでお問い合わせください。

固定資産税の家屋に係る手続きなどについて

辞令を受け取る江坂さん集落支援担当の協力隊３人と野々村町長

趣
味
・
特
技

　

ハ
イ
キ
ン
グ
や
キ

ャ
ン
プ
な
ど
外
で
遊

ぶ
こ
と
が
大
好
き
で

す
。
料
理
が
好
き
で
、

お
昼
ご
飯
は
自
作
お

弁
当
の
「
弁
当
男
子
」

で
す
。

今
後
の
活
動

　

ま
ず
は
、
幌
延
で

の
生
活
を
楽
し
み
な

が
ら
、
皆
さ
ん
と
一

緒
に
課
題
解
決
に
向

か
っ
て
一
生
懸
命
取

り
組
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
ど
う
か
、
公

私
と
も
に
ご
指
導
・

ご
支
援
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

（
写
真
は
２
０
１
４
年

１１
月
に
北
ア
ル
プ
ス

燕
岳
で
撮
影
）
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